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第一部 【企業情報】


第１ 【企業の概況】


１ 【主要な経営指標等の推移】


　


回次
第142期


第３四半期累計期間
第143期


第３四半期累計期間
第142期


会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日


自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日


自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日


完成工事高 (千円) 4,378,369 3,193,577 5,447,944


経常損失 (千円) 938,217 539,600 1,862,940


当期純利益又は
四半期純損失（△）


(千円) △1,704,036 △603,673 375,186


持分法を適用した
場合の投資利益


(千円) 45,939 11,631 32,820


資本金 (千円) 1,402,742 1,402,742 1,402,742


発行済株式総数 (株) 173,142,890173,142,890173,142,890


純資産額 (千円) △103,010 1,372,495 1,976,192


総資産額 (千円) 11,004,800 4,232,891 5,120,017


１株当たり当期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）


(円) △9.85 △3.49 2.17


潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額


(円) ― ― ―


１株当たり配当額 (円) ― ― ―


自己資本比率 (％) △0.9 32.4 38.6


　


回次
第142期


第３四半期会計期間
第143期


第３四半期会計期間


会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日


自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日


１株当たり四半期純損失金額 (円) 2.49 2.24


(注) １  完成工事高には、消費税等は含まれておりません。


２  第142期の「潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額」については、潜在株式が存在しないため記


載しておりません。また、第142期第３四半期累計期間及び第143期第３四半期累計期間については、１株当た


り四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。


３  第143期第１四半期累計期間より金額の表示単位を百万円単位から千円単位に変更しております。なお、比較


を容易にするため、第142期第３四半期累計期間及び第142期についても千円単位に変更しております。


　


２ 【事業の内容】


当第３四半期累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容について、重


要な変更はありません。


また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】


１ 【事業等のリスク】


文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日(平成24年２月13日)現在において当社が判断した


ものであります。


　
（1）前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更


     当社は、平成24年１月27日開催の取締役会において、第三者割当により発行される新株予約権の募集を


行うことにつき、平成24年２月24日開催予定の臨時株主総会における議案として上程することを決議し


ました。本新株予約権の発行については、割当予定先にとって特に有利な条件に該当するため、上記株主


総会において当該議案につき特別決議による承認が得られることを条件としております。これに伴い、前


事業年度の有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重


要な影響を及ぼす可能性のある事項について、以下のとおり重要な変更（追加）を行っております。


⑥ 株式の希薄化について


今回、第三者割当により発行する新株引受権の目的である株式の総数100,000,000株は、平成24年２


月13日現在の当社の発行済株式総数173,142,890株の57.75％にあたり（新株予約権が全て行使され


た場合）、これにより当社株式１株あたりの株式価値が希薄化される可能性があります。


　
⑦ 新株予約権が行使されないリスク


市場動向により本新株予約権の行使が進捗しないリスクが生じます。この場合、当社の設備投資計


画や資金計画に重大な影響を及ぼす可能性があります。


　
⑧ 割当予定先が大株主となるリスクについて


今回の新株予約権が全て行使され、かつ、割当予定先が継続保有した場合、割当予定先である三田証


券株式会社が当社の大株主となり、その議決権所有割合は36.68％程度となる可能性があります。しか


しながら、当社は、割当予定先より、本新株予約権の行使により取得する当社株式を、市場動向を勘案


しつつ適時売却していく方針であり、当社の経営及びコーポレートガバナンスに介入する意思がない


ことを確認しております。また、当社と割当予定先との間で締結を予定している割当契約書において、


割当予定先は、当社の取締役会による承認がある場合を除き、本新株予約権の行使により取得した株


式について、総額５億円を超えて取引所金融商品市場（但し、立会外取引は除く）にて売却してはな


らないものとする旨、及び当社の取締役会による承認がある場合を除き、本新株予約権の行使により


取得した株式について、同一の相手先に対して割当日における当社の発行済株式総数の５％を超えて


売却してはならないものとする旨の規定が設けられる予定です。以上より、上記市場売却の方針と合


わせ、当社の支配株主が突如変動するような事態を防ぐことが可能であると考えております。
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（2）提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状


況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象


継続企業の前提に関する事項に記載のとおり、当社は、前事業年度及び第１四半期会計期間における受


注不振の影響により完成工事高が減少し、当第３四半期累計期間において、526,406千円の営業損失及び


539,600千円の経常損失を計上致しました。また、移転先である千葉県袖ケ浦市の新工場の設備投資資金


の調達及び設備構築が予定通り進んでいないことから、前事業年度に引き続き継続企業の前提に重要な


疑義を生じさせるような状況が存在しております。なお、当社は、当面の必要資金を調達するため、第三者


割当による新株予約権の発行を平成24年１月27日開催の取締役会にて決議しておりますが、平成24年２


月24日開催予定の臨時株主総会における特別決議として承認されることが条件となっております。


　


２ 【経営上の重要な契約等】


当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】


文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日(平成24年２月13日)現在において当社が判断した


ものであります。


（1）経営成績の分析


当第３四半期累計期間における日本経済は、東日本大震災の影響から緩やかに持ち直しているものの、欧


州の政府債務危機などを背景とした世界経済の減速に加え、急速な円高の長期化、タイの大洪水による企業


収益の圧迫など、景気の下振れリスクが存在しております。


  橋梁業界における鋼橋の発注量は、第３四半期（平成23年10月～平成23年12月）は前年同期を上回った


ものの、全体の年間総発注量で見た場合、足元の状況は、昨年度に引続き低調に推移しております。一方、東


日本大震災や昨年の台風12号等を契機に、社会資本整備のあり方について、「命を守る、生活を守る」とい


う国民の視点に立脚した議論がなされるようになり、改めて公共事業の担う役割と、その重要性が再認識さ


れようとしております。特に、国民の生活・安全・経済を支えている道路・鉄道・橋梁等のライフラインの


整備は、防災や減災という観点からも避けて通れぬ重要な喫緊の課題となっております。これらのことか


ら、今後、公共工事の底上げは見込まれるものと想定しておりますが、本格的な工事の発注や着工までには


もう暫く時間を要するために、足元の事業環境は依然として不透明な状態が続くものと想定しております。


  このような状況下、当社は入札結果の徹底した分析や、技術提案部門並びに積算部門を中心に数次に亘る


組織の見直しを図り、受注体制の強化を図ってまいりました。その結果、第２四半期（平成23年７月～平成


23年９月）には、国土交通省を中心に大型物件等の受注に成功し、受注残高も増加いたしました。しかしな


がら、当第３四半期（平成23年10月～平成23年12月）に入り、技術提案の評価点につきましては、業界内に


おいて高水準を維持しておりますものの、実質的な失格ラインである調査基準価格を下回った低入札が多


くなり苦戦いたしました。その結果、小規模な補修工事は受注したものの新設工事の受注獲得には至らず、


受注高は6,470,910千円（前年同期比5,406,973千円増）と、前年同期を大幅に上回ってはおりますが、第２


四半期から受注を大きく伸ばすには至りませんでした。


  完成工事高は、前期末受注残高の減少、第１四半期(平成23年４月～平成23年６月)および第３四半期(平


成23年10月～平成23年12月)の受注不振の影響、袖ケ浦事業所の本格稼働の遅れ等から、前年同期比


1,184,791千円減の3,193,577千円（前年同期比27.1%減）となりました。


  損益面では、完成工事高の大幅な減少により、営業損失は526,406千円（前年同四半期営業損失は817,801


千円）、経常損失は539,600千円（前年同四半期経常損失は938,217千円）、四半期純損失は603,673千円


（前年同四半期純損失は1,704,036千円）となりました。


  当社はこれらの状況を打開するため、積算結果の分析を行い積算精度の向上を図ることにより受注力を


強化するとともに、現行の退職給付債務の圧縮による財務基盤の改善と今後の退職給付費用の削減による


収益基盤の強化等を目的とし、現行規定による退職金を50％減額した上での退職金制度の廃止を当第3四半


期後に決定しております。


  資金面においては、当社は主として公共工事を手掛けているため、例年、第４四半期に稼働のピークを迎


え、これに対し、工事代金の入金は翌期以降となるため、当期第４四半期（平成24年１月～平成24年３月）


においてもキャッシュ・フローの不足が予想され、かかる運転資金の調達が必要となります。また、平成24


年３月中の本格稼働を目指しておりました千葉県袖ケ浦市の新工場を速やかに稼働させるためのインフラ


整備や生産設備の必要資金の調達をしなければなりません。


  これら資金を早期に手当し、キャッシュ・フローを安定させ新工場を本格稼働させるために、第三者割当


により発行される新株予約権の募集を決議し、平成24年２月24日開催予定の臨時株主総会に上程すること


といたしました。


  さらに、同臨時株主総会には、経営体制の刷新と改革を図るため、代表取締役の異動を含む役員の異動に


ついても上程いたします。


  これらの議案が臨時株主総会でご承認された暁には、当社存続と事業継続に不可欠な運転資金および新


工場の設備資金を調達することが可能となり、今後の受注活動を円滑に行い、収益力の回復を通じて財務基


盤を確固たるものにすることで、当社の企業価値の向上を図ることが可能になると考えております。


  なお、当社の事業は鋼構造物事業に一本化しているため、セグメントに関する業績は記載しておりませ


ん。
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（2）財政状態の分析


当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ887,126千円減少し4,232,891千円


（前事業年度末比17.3％減）となりました。流動資産は3,096,749千円となり、前事業年度末に比べ


1,009,419千円減少しました。この主な要因は、完成工事未収入金が997,310千円減少したことによるもの


であります。固定資産は1,136,141千円となり、前事業年度末に比べ122,293千円増加しました。この主な


要因は、本社及び工場の移転等により有形固定資産が72,519千円減少したものの、袖ケ浦事業所に係る敷


金191,250千円を差入れたことによるものであります。


  負債については、前事業年度末に比べ283,428千円減少し、2,860,396千円（前事業年度末比9.0％減）


となりました。この主な要因は、未成工事受入金が583,511千円増加したものの、支払手形156,111千円、工


事未払金87,645千円、工事損失引当金290,000千円及び移転関連費用引当金が164,384千円減少したこと


によるものであります。


  純資産については、前事業年度末に比べ603,697千円減少し1,372,495千円（前事業年度末比30.5％


減）となりました。この主な要因は、四半期純損失603,673千円を計上したことによるものであります。こ


の結果、自己資本比率は32.4％となりました。


 


（3）研究開発活動


当第３四半期累計期間における当社の研究開発活動の金額は1,463千円であります。


  なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。


　


（4）主要な設備


新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第３四半期累計期間に著しい変動があったものは、次


のとおりであります。


当社は、平成23年10月31日の市川本社工場の引渡し及び市川市から袖ケ浦市への設備の移転に伴い、


構築物、機械及び装置等の除却を行い、固定資産除却損78,796千円を計上しております。
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（5）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況を解消、改善するための対応策


当社は、前事業年度及び第１四半期会計期間における受注不振の影響により完成工事高が減少し、当第


３四半期累計期間において、526,406千円の営業損失及び539,600千円の経常損失を計上致しました。ま


た、移転先である千葉県袖ケ浦市の新工場の設備投資資金の調達及び設備構築が予定通り進んでいない


ことから、前事業年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており


ます。


  当社はこれらの状況を打開するため、入札結果の徹底した分析や、技術提案部門並びに積算部門を中心


に数次に亘る組織の見直しを図り、受注体制の更なる強化を図ってまいりました。その結果、第２四半期


会計期間において、国土交通省の大型物件等を受注し、当第３四半期累計期間における受注高は前年同期


の６倍程度まで改善しております。また、平成24年１月27日開催の取締役会において、千葉県袖ケ浦市の


新工場を速やかに稼働させるための設備投資資金等の調達を目的とした第三者割当による新株予約権の


募集及び経営体制の一層の強化及び充実を図るための代表取締役の異動（追加選任）並びに役員の異動


を決議し、臨時株主総会を開催すべく準備を進めております。加えて、現行の退職給付債務の圧縮による


財務基盤の改善と今後の退職給付費用の削減による収益基盤の強化等を目的とした退職金制度の廃止も


当第３四半期後に決定しており、これら諸施策により、営業損失及び経常損失解消に向けた取り組みを強


化しております。


  しかしながら、受注面においては、当第３四半期会計期間に入り、実質的な失格ラインである調査基準


価格を下回る低入札が増加し、新設工事の受注を獲得できなかったため、十分な受注残高の確保にまでは


至っていないこと、上記新株予約権の発行が平成24年２月24日開催予定の臨時株主総会における特別決


議を前提としていること、市場動向により当該新株予約権が行使されない可能性があることから、現時点


では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。


  当社といたしましては、当該不確実性を出来るだけ速やかに払拭できるよう全社を挙げて鋭意努力し


てまいります。
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第３ 【提出会社の状況】


１ 【株式等の状況】


(1) 【株式の総数等】


① 【株式の総数】


　


種類 発行可能株式総数(株)


普通株式 518,197,540


計 518,197,540


　


② 【発行済株式】


　


種類
第３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成23年12月31日)


提出日現在発行数(株)
(平成24年２月13日)


上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名


内容


普通株式 173,142,890173,142,890
東京証券取引所
（市場第一部）


単元株式数1,000株


計 173,142,890173,142,890― ―


(注)  


　


(2) 【新株予約権等の状況】


該当事項はありません。


　


(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】


該当事項はありません。


　


(4) 【ライツプランの内容】


該当事項はありません。


　


(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】


　


年月日
発行済株式
総数増減数
(株)


発行済株式
総数残高
(株)


資本金増減額
(千円)


資本金残高
(千円)


資本準備金
増減額
(千円)


資本準備金
残高
(千円)


平成23年12月31日 ― 173,142,890 ― 1,402,742 ― ―


　


(6) 【大株主の状況】


当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】


当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない


ため、記載することができませんので、直前の基準日である平成23年９月30日現在に基づく株主名簿によ


る記載をしております。


① 【発行済株式】


　 　 　 　 平成23年12月31日現在


区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容


無議決権株式 ― ― 　


議決権制限株式(自己株式等) ― ― 　


議決権制限株式(その他) ― ― 　


完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）


― 　
普通株式 144,000


完全議決権株式(その他)
普通株式


172,623,000
172,623　


単元未満株式 普通株式 375,890 ― 　


発行済株式総数 173,142,890― ―


総株主の議決権 ― 172,623 ―


(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式371株が含まれております。


　


② 【自己株式等】


　 　 平成23年12月31日現在


所有者の氏名
又は名称


所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)


他人名義
所有株式数
(株)


所有株式数
の合計
(株)


発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)


（自己保有株式）
株式会社サクラダ


千葉県市川市二俣新町21番地 144,000― 144,000 0.08


計 ― 144,000― 144,000 0.08


　


２ 【役員の状況】


前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま


す。


役職の異動


新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日


取締役  執行役員


（製造部門担当）


取締役  執行役員


（市川工場長）
利守  尚久 平成23年10月15日


取締役  執行役員


（本社管理部門担当）


取締役  執行役員


（企画部・総務部・


経理部担当）


小林  秀明 平成23年10月15日
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第４ 【経理の状況】


１．四半期財務諸表の作成方法について


(1) 当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年


内閣府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」


(昭和24年建設省令第14号)に準じて記載しております。


　


(2) 当社の四半期財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、百万円単位で記載しておりま


したが、当第３四半期会計期間及び当第３四半期累計期間より千円単位で記載することに変更いたし


ました。なお、比較を容易にするため、前事業年度、前第３四半期会計期間及び前第３四半期累計期間に


ついても千円単位に変更しております。


　


２．監査証明について


当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間(平成23年10月１日から


平成23年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日まで)に係る四


半期財務諸表について、監査法人日本橋事務所により四半期レビューを受けております。


　


３．四半期連結財務諸表について


「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)第５条第２


項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から


見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない


程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。


  なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりでありますが、利益


剰余金基準の割合を高めている要因は、当第３四半期累計期間において当社工場の移転及び設備構築の


遅延から稼働率が大きく低下したことであります。今後当社工場が本格稼働すれば稼働率低下は解消へ


向かうため、当該状況は一時的なものであると判断しております。


  ①資産基準          0.2％


  ②売上高基準        0.2％


  ③利益基準          0.4％


  ④利益剰余金基準   12.8％


※会社間項目の消去後の数値により算出しております。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】


(単位：千円)


前事業年度
(平成23年３月31日)


当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)


資産の部


流動資産


現金預金 1,736,840 1,579,235


受取手形 40,950 －


完成工事未収入金 2,190,926 1,193,615


たな卸資産 13,168 17,219


前渡金 13,288 234,252


その他 110,995 72,427


流動資産合計 4,106,169 3,096,749


固定資産


有形固定資産


建物 69,874 96,011


減価償却累計額 △44,268 △45,995


建物（純額） 25,606 50,016


構築物 1,202,931 676,392


減価償却累計額 △982,864 △496,286


構築物（純額） 220,066 180,105


機械及び装置 2,959,403 1,441,665


減価償却累計額 △2,658,730 △1,230,344


機械及び装置（純額） 300,672 211,321


車両運搬具 63,371 6,385


減価償却累計額 △59,747 △3,874


車両運搬具（純額） 3,623 2,511


工具、器具及び備品 197,390 63,531


減価償却累計額 △159,430 △28,578


工具、器具及び備品（純額） 37,959 34,953


土地 268,410 268,410


建設仮勘定 － 36,501


有形固定資産合計 856,338 783,819


無形固定資産


電話加入権 300 300


無形固定資産合計 300 300


投資その他の資産


投資有価証券 115,721 113,339


関係会社株式 34,000 34,000


その他 8,487 205,682


貸倒引当金 △1,000 △1,000


投資その他の資産合計 157,209 352,022


固定資産合計 1,013,847 1,136,141


資産合計 5,120,017 4,232,891
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(単位：千円)


前事業年度
(平成23年３月31日)


当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)


負債の部


流動負債


支払手形 513,754 ※
 357,643


工事未払金 355,808 268,163


1年内返済予定の長期借入金 133,076 109,769


未払費用 149,247 114,396


未払法人税等 34,480 6,005


未払消費税等 － 31,357


未成工事受入金 92,537 676,048


賞与引当金 55,800 －


工事損失引当金 592,000 302,000


移転関連費用引当金 364,000 199,615


その他 23,517 7,204


流動負債合計 2,314,223 2,072,204


固定負債


退職給付引当金 724,438 714,385


環境対策引当金 10,500 10,500


繰延税金負債 90,544 60,319


その他 4,119 2,986


固定負債合計 829,601 788,191


負債合計 3,143,824 2,860,396


純資産の部


株主資本


資本金 1,402,742 1,402,742


資本剰余金


その他資本剰余金 12,594 12,594


資本剰余金合計 12,594 12,594


利益剰余金


その他利益剰余金


繰越利益剰余金 573,768 △29,904


利益剰余金合計 573,768 △29,904


自己株式 △12,913 △12,936


株主資本合計 1,976,192 1,372,495


純資産合計 1,976,192 1,372,495


負債純資産合計 5,120,017 4,232,891
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】


(単位：千円)


前第３四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)


当第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)


完成工事高 4,378,369 3,193,577


完成工事原価 4,727,089 3,252,188


完成工事総損失（△） △348,720 △58,610


販売費及び一般管理費 469,081 467,795


営業損失（△） △817,801 △526,406


営業外収益


受取利息及び配当金 849 572


還付加算金 － 2,416


その他 1,753 1,388


営業外収益合計 2,603 4,376


営業外費用


支払利息 111,757 3,746


支払保証料 5,285 4,737


債権譲渡損 5,411 5,930


その他 566 3,157


営業外費用合計 123,019 17,571


経常損失（△） △938,217 △539,600


特別利益


投資有価証券清算分配金 － 19,741


その他 926 －


特別利益合計 926 19,741


特別損失


固定資産除却損 281 78,796


事業構造改善費用 12,701 12,697


災害による損失 － 10,382


損害賠償負担金 － 2,956


その他 － 860


特別損失合計 12,982 105,692


税引前四半期純損失（△） △950,274 △625,551


法人税、住民税及び事業税 8,109 8,347


法人税等調整額 745,652 △30,225


法人税等合計 753,761 △21,878


四半期純損失（△） △1,704,036 △603,673
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【継続企業の前提に関する事項】


当第３四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）


当社は、前事業年度及び第１四半期会計期間における受注不振の影響により完成工事高が減少し、当第


３四半期累計期間において、526,406千円の営業損失及び539,600千円の経常損失を計上致しました。ま


た、移転先である千葉県袖ケ浦市の新工場の設備投資資金の調達及び設備構築が予定通り進んでいない


ことから、前事業年度に引き続き継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており


ます。


  当社はこれらの状況を打開するため、入札結果の徹底した分析や、技術提案部門並びに積算部門を中心


に数次に亘る組織の見直しを図り、受注体制の更なる強化を図ってまいりました。その結果、第２四半期


会計期間において、国土交通省の大型物件等を受注し、当第３四半期累計期間における受注高は前年同期


の６倍程度まで改善しております。また、平成24年１月27日開催の取締役会において、千葉県袖ケ浦市の


新工場を速やかに稼働させるための設備投資資金等の調達を目的とした第三者割当による新株予約権の


募集及び経営体制の一層の強化及び充実を図るための代表取締役の異動（追加選任）並びに役員の異動


を決議し、臨時株主総会を開催すべく準備を進めております。加えて、現行の退職給付債務の圧縮による


財務基盤の改善と今後の退職給付費用の削減による収益基盤の強化等を目的とした退職金制度の廃止も


当第３四半期後に決定しており、これら諸施策により、営業損失及び経常損失解消に向けた取り組みを強


化しております。


  しかしながら、受注面においては、当第３四半期会計期間に入り、実質的な失格ラインである調査基準


価格を下回る低入札が増加し、新設工事の受注を獲得できなかったため、十分な受注残高の確保にまでは


至っていないこと、上記新株予約権の発行が平成24年２月24日開催予定の臨時株主総会における特別決


議を前提としていること、市場動向により当該新株予約権が行使されない可能性があることから、現時点


では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。


  なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性


の影響を四半期財務諸表には反映しておりません。


　


【会計方針の変更等】


該当事項はありません。


　


【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】


該当事項はありません。
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【追加情報】


当第３四半期累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日)


(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等)


第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更


及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及


び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適


用しております。


　


(改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等)


平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を


改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するため


に必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降


開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。


  当第３四半期連結累計期間の税金費用の計算にあたり、「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税


率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」（平成24年１月20日 企業会計基


準委員会 実務対応報告第28号）Ｑ３における単一の税率の取扱いを適用しております。使用した税率は


35.38%で、一時差異等の項目の主な解消見込時期が、主におおむね３年を超えて解消されると見込まれる


ことから、復興特別法人税額を含まない法定実効税率を算出しております。


  この税率の変更により繰延税金負債の純額が8,609千円減少し、当第３四半期累計期間に取崩された法


人税等調整額が8,609千円増加しております。


　
【注記事項】


(四半期貸借対照表関係)


※  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。


なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が、


四半期会計期間末残高に含まれております。


　


　
前事業年度


(平成23年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)


支払手形 ― 90,522千円


　
(四半期損益計算書関係)


該当事項はありません。


　
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)


当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半


期累計期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。


　
　 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間


　 (自  平成22年４月１日 (自  平成23年４月１日


　   至  平成22年12月31日)   至  平成23年12月31日)


減価償却費 99,115千円 69,915千円
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(株主資本等関係)


株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。


　
(金融商品関係)


四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。


　
(有価証券関係)


四半期財務諸表等規則第10条の２の規定に基づき、注記を省略しております。


　
(デリバティブ取引関係)


当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。


　
(持分法損益等)


　
　 前事業年度 当第３四半期会計期間


　 (平成23年３月31日) (平成23年12月31日)


関連会社に対する投資の金額 24,000千円 24,000千円


持分法を適用した場合の投資の金額 66,436千円 78,067千円


　
　 前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間


　 (自  平成22年４月１日 (自  平成23年４月１日


　   至  平成22年12月31日)   至  平成23年12月31日)


持分法を適用した場合の投資利益の金額 45,939千円 11,631千円


　
(企業結合等関係)


該当事項はありません。


　
(セグメント情報等)


【セグメント情報】


前第３四半期累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日)及び当第３四半期累計期間(自 平


成23年４月１日 至 平成23年12月31日)


当社の報告セグメントは、鋼構造物（橋梁およびその他の鉄構物）の設計、製作、組立、据付ならびに販


売を主な事業とする単一セグメントであるため、セグメント情報については、省略しております。
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(１株当たり情報)


１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。


　


項目
前第３四半期累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)


当第３四半期累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)


    １株当たり四半期純損失金額 ９円85銭 ３円49銭


    (算定上の基礎) 　 　


    四半期純損失金額(千円) 1,704,036 603,673


    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―


    普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 1,704,036 603,673


    普通株式の期中平均株式数(株) 173,003,935 172,998,867


(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が


存在しないため記載しておりません。


　


EDINET提出書類


株式会社サクラダ(E01360)


四半期報告書


17/21







　


(重要な後発事象)


当社は、平成24年1月27日開催の取締役会において、以下の議案について決定いたしました。


　


Ⅰ．新株予約権の発行及び役員の異動に関する臨時株主総会の開催について


当社は、平成24年２月24日開催予定の臨時株主総会において、第三者割当により発行される新株予約権


の募集及び取締役３名の選任並びに監査役１名の選任を上程することを決議いたしました。第三者割当


により有利な条件で発行される新株予約権の募集の概要は以下の通りであります。


１．募集の概要


（１） 割当日 平成24年2月27日


（２） 新株予約権の総数 500個


（３） 発行価額 総額0円（新株予約権１個につき0円）


（４）
当該発行による


潜在株式数
100,000,000株（新株予約権１個につき200,000株）


（５） 資金調達の額 10億円（差引手取概算額：987,000,000円）


（６） 行使価額 1株当たり10円（固定）


（７）
募集又は割当て方法


（割当予定先）
三田証券株式会社に全部を割り当てる予定です。


（８）
本新株予約権を行使すること


ができる期間
平成24年2月28日から平成26年2月27日までとします。


（９） その他


①  当社は、割当予定先との間で割当契約を締結する予定であり、割当


契約において、本新株予約権を第三者に譲渡する際には、当社取締


役会の承認を要する旨を定める予定です。


②  割当契約において、割当先は、当社の取締役会の承認がある場合を


除き、本新株予約権の行使により取得した株式について、総額5億


円を超えて取引所金融商品市場（但し、立会外取引を除く）にて


売却してはならないものとする旨を定める予定です。


③  割当契約において、割当先は、当社の取締役会の承認がある場合を


除き、本新株予約権の行使により取得した株式について、同一の相


手先に対して割当日における当社の発行済株式総数の5%を超えて


売却してはならないものとする旨を定める予定です。


④  上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生及び


平成24年2月24日開催予定の臨時株主総会において本新株予約権


の発行に関する議案についての特別決議による承認が得られるこ


とを条件としております。


（注）当社は割当予定先との間で、割当日までに割当契約を締結する予定であり、割当日までに割当契約を締結し


ない場合は、本新株予約権の割当は行われないことになります。


　


２．資金使途


手取概算額987,000,000円については、仕入資金等の運転資金として250,000,000円、千葉県袖ケ浦市


の工場の設備投資資金737,000,000円に充当する計画です。
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Ⅱ．退職金制度の廃止について


当社の最近の経営状況を踏まえ、退職給付債務の圧縮による財務基盤の改善、並びに今後の退職給付費


用の削減による収益基盤の強化等を主な目的として、現在の退職金制度を平成24年3月31日付で廃止する


とともに、退職金制度廃止時点の各従業員の退職金を50％減額することを決定いたしました。


  当該退職金制度の廃止により、平成24年3月期において、約400百万円の特別利益を計上する見込みであ


り、また、平成25年３月期以降、退職給付費用の削減により年間約60百万円の人件費が削減される見込み


であります。


　


Ⅲ．資本業務提携契約の終了について


当社と川岸工業株式会社は、平成14年10月29日に資本業務提携契約を締結し、併せて同年11月に、当社


は川岸工業を割当先とした新株式（普通株式14,508,000株）を発行いたしました。


  その後、両社は、相互の利益を図るため、両社が保有する技術、設備等の相互活用の検討を進めてまいり


ましたが、川岸工業の主力事業である鉄骨事業、及びサクラダの主力製品である橋梁事業について、いず


れも公共投資予算の縮減や民間設備投資の減少等により市場規模が縮小している経営環境にあることか


ら、それぞれ独自の成長戦略を推進することが、両社の企業価値を向上させるためには最善の選択である


との判断に基づき、資本業務提携契約を平成24年１月31日付で終了することに合意いたしました。


  資本業務提携契約終了による平成24年３月期の業績に与える影響はありません。


　


２ 【その他】


該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】


該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　


平成24年２月13日
株式会社サクラダ
取締役会  御中


監査法人日本橋事務所
　


指 定 社 員
業務執行社員


公認会計士   小  倉      明     印


　
指 定 社 員
業務執行社員


公認会計士   千  葉  茂  寛     印


　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社サクラダの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第143期事業年度の第３四半期会計期間(平成
23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31日
まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　


四半期財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半
期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
　


監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に
対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。


　


監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当
と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サクラダの平成23年12月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべ
ての重要な点において認められなかった。
　


強調事項
１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は前事業年度及び第１四半期会計期間にお


ける受注不振の影響により完成工事高が減少し、当第３四半期累計期間において526,406千円の営業損失
及び539,600千円の経常損失を計上し、また移転先である千葉県袖ケ浦市の新工場の設備投資資金の調達
及び設備構築が予定通り進んでいないことから、前事業年度に引き続き、継続企業の前提に重要な疑義を
生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載され
ている。四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四
半期財務諸表に反映されていない。


２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成24年１月27日開催の取締役会において次の事項を
決議した。
① 第三者割当により発行される新株予約権の募集及び取締役３名の選任並びに監査役１名の選任を
平成24年２月24日開催予定の臨時株主総会に上程すること。


② 当期末時点の従業員退職金の減額及び退職金制度の廃止。
③ 平成24年１月31日付けで、会社と川岸工業株式会社は両社の資本業務提携契約を終了すること。


当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
　


利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。


以  上
　


 


(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報
告書提出会社)が別途保管しております。


２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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【表紙】 　


【提出書類】 確認書


【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項


【提出先】 関東財務局長


【提出日】 平成24年２月13日


【会社名】 株式会社サクラダ


【英訳名】 SAKURADA CO., LTD.


【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  曽田  弘道


【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。


【本店の所在の場所】 千葉県袖ケ浦市南袖50番１


（上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。）


　 千葉県千葉市中央区中央２丁目３番16号


【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所


　   （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】


当社代表取締役社長 曽田 弘道は、当社の第143期第３四半期(自 平成23年10月１日 至 平成23年12月31


日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしまし


た。


　


２ 【特記事項】


確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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